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私たちは、生活協同組合・東京高齢協の組合員です。みなさんは、東京高齢協の定款(ていかん)を

ご存じですか。 

定款とは、会社や法人の基本的なルールや運営方針を定めた「会社の憲法」とも呼ばれる重要な文

書です。介護事業所にも、指定管理施設にも保管されていて、いつでも閲覧できるようになっていま

す。ホームページにも掲載されています。 

しかし、特に訪問介護事業所のヘルパーさん達は、それぞれの事業所に採用されていると考えてい

る方が多いようで、「法人とは」、「定款とは」と考えることは少ないようです。 

それでもみなさんには、東京高齢協の憲法「定款」を知ってほしいと考えます。 

 

第1章第 1条では、東京高齢協の法人としての「目的」が決められています。 

「この生活協同組合は、協同互助の精神に基づき、組合員の生活の文化的経済的改善向上を図るこ

とを目的とする」。協同互助の精神とは、個人や団体が困難な状況においてもお互いを助け合うことで

す。お互いが助け合いながら、それぞれの生活の改善向上を図っていこうと呼びかけています。 

第3条には、第1条の目的を達成するための 6 つの事業が掲げられています。特に第1項「組合

員の生活の改善及び文化の向上を図る事業」、第5項「高齢者、障害者等の福祉に関する事業であっ

て、組合員に利用させるもの」が、職員のみなさんに直接かかわる事業です。 

第2章では、「組合員および出資金」について決められています。「自由脱退」「法定脱退」なども

規定されています。 

第3章は、「役職員」について定められています。理事会や監事会についても細かく規定されてい

ます。 

第4章は、「総代会および総会」についてで、毎年職員のみなさんには総代に立候補していただき

ますが、その目的・方法等が書かれています。そして総代会では以下の事項を議決します。 

（1）定款の変更 （2）規約の設定、変更及び廃止 （3）解散及び合併 （4）毎事業年度の予算及び

事業計画の設定及び変更 （5）出資一口の金額の減少 （6）決算関係書類及び事業報告書 （7）連合

会及び他の団体への加入又は脱退 。 

第5章では、「事業の執行」について詳しく述べられています。特に「第81条 事業の品目等 第

4項高齢者、障害者等の福祉に関する事業」では、介護事業所で提供するサービスの根拠となる、「介

護保険法」や「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」などが全て記載され

ています。ここに記載されていないサービスは提供できないのです。 

第6章「会計」では、東京高齢協の「事業年度」が決められています。毎年 10 月 1 日から翌年 9

月 30 日までです。また、「会計帳簿の作成」や「決算関係書類の作成」などが記載されています。 

そして第7章で「解散」についてその方法等が決められています。 

字句を追うだけで、なかなか理解することは難しいかと思いますが、 

私たちの「依って立つ組織」を理解して、仕事をしていただきたいです。 
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介護予防事業―ミニデイサービス 

東京高齢協は、委託の介護予防事業を都内で数カ所開催しています。 

介護予防事業とは、できるだけ要介護にならないために「健康づくり」「栄養改善」「認知症予

防」「社会参加」を目的とした行政主体の活動です。 

 

「練馬区いきがいデイサービス」 

 東京高齢協は、平成 13年から事業を開始し、最大 6か所での運営を行っていました。 

 練馬区は 3年ごとにプレゼンテーションを行い、区のヒアリングもありました。介護予防に資す

る健康体操・講師による各種プログラム・交流を目的とした食事を提供してきました。 

令和 8年 4月からは、下石神井地区区民館のみの 

開催となります。関町北地区区民館、小竹地域集 

会所、旭丘地域集会所は「練馬区食のほっとサロ 

ン事業」に移行することになりました。すでに羽 

沢高齢者住宅併設集会室での「いきがいデイサー 

ビス」は、NPO東京まんまるが運営する「食のほ 

っとサロン」に移行しています。「食のほっとサロ 

ン」の活動内容は、ほぼ「いきがいデイサービス」 

と同じですが、委託事業ではなく補助事業となり補 

助金をいただく形となります。利用される方たちは、 

スタッフも変わらず同じ内容なので、全く違和感はなく移行していただけます。 

 

「品川区介護予防サービス地域ミニデイ」 

 品川区でも、区内社会福祉法人などの有償ボラン 

ティアが主体となり、体操やレクリエーション活動を 

行うことで、日常生活に必要な機能の維持向上を図 

っています。 

品川区の利用対象者は、日常生活能力の低下が心配 

され、将来的に介護が必要になる可能性が高い方、 

要支援 1・2で自身で通うことが可能な 65歳以上の 

方です。東京高齢協が運営している「大崎ゆうゆう 

プラザ」でも週1回 2時間のミニデイを開催してい 

ます。血圧・健康チェックを毎回行い、定期的に体 

力測定も実施しています。脳活性化レクリエーション 

など毎回様々はプロフラムを提供しています。 

 

「足立区ふれあい遊湯う事業」 

足立区では、区内の銭湯を会場としたミニデイを開催しています。 

区内の高齢者の方々は毎日介護予防プログラムの後の一番風呂を楽し 

みに通われています。 

残念なことに東京高齢協は、令和8年度の事業を落札することがで 

きませんでした。 

介護予防事業について  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



文化活動報告 

 東京フロイデ合唱団 第２５回演奏会を終えて 

「第２５回第九演奏会」が１２月７日に東京芸術劇場コンサートホールにて開催されました。 

今回は２５回の記念として「第九」の他に「ヴェルディ／歌劇「アイーダ」より 凱旋行進曲」

が演奏されました。歌いだしの「Gloria」と共に満員の会場が一気に盛り 

上がり、団員の皆さんの熱量を感じる演奏会となりました。 

「第九」の素晴らしさはもちろんのこと、前回を超えるという目標の 

ために、一丸となって頑張って来たパワーが発揮された素晴らしい時間 

だったように思います。 

すでに第２６回演奏会の練習が始まっているとのことですが、次回は 

またどんな高みをみせていただけるのか、わくわくしながら待ちたいと 

思います。 

理事会報告 

第 28 期第 3 回理事会 報告 

令和 8 年 2 月 19 日（木）13：30～14：50 於 南大塚地域文化創造館第 2 会議室 

理事 17 名中 16 名出席、監事 2 名中 2 名出席 

【報告事項】 

①組織報告：1 月 8 日現在の組合員数 1,078 名、出資金 5,699 千円 

②会計報告  ③各部会報告  ④人事報告 

⑤東京都居住支援特別手当および足立区物価高騰支援補助金の報告 

【審議決裁事項】 

① 令和 8 年度 65 歳以上継続雇用承認の件 ②いきがいデイサービス事業所解約の件 

③職務代行順序について 

 いよよ華やぐ倶楽部 宙組の活動 

【歌謡ダンス AKS の４チーム合同カラオケ大会】 

2026 年４月 18 日（土） 

【第 14 回バディウォーク東京 for all】 

2026 年４月 29 日（水・祝）13：00～18：00 

池袋西口野外公演劇場 グローバルリングシアターにて開催 
 

「宙組」は、障害のある子どもたち中心のダンスフェアに 

昨年に引き続き参加します。このイベントの目的は、誰もがお互いを尊重し支え合い、人々の

様々なあり方を認め合う「共生社会」という考え方を、エンターテイメントを通じて広げること

です。 

私たちは、「共生社会」は理念だけではなく、体験できる「場」があってこそ文化として根づい

ていくものだと考えて活動しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



私の健康法 

私の健康法は、日常生活の中にささやかな運動を取り入れることだ。 

5～10分、YouTube のヨガに集中し、身体と呼吸を静かに整える。 

スマホ、PC作業で丸まりがちな背中はフォームローラーでゆっくりと 

体を伸ばす。その瞬間、体がふっと軽くなる。その心地よい感覚が、 

いつしか習慣になった。 

また、些細なことだが、エレベーターではなく階段を選ぶようにしている。 

わずかな日々の積み重ねが、私の心身の穏やかなコンディションを支えてくれている。 

中落合地域交流館 職員 

 

私にとって「深呼吸」こそが健康法だと思っています。グッと我慢するときも 

深呼吸すればOK緊張の場面の前も深呼吸すればOKとても意識して来た気がし 

ます。結果がどうであれ、まずは大きく息を吸ってゆっくりフ～～！直ぐに笑顔 

になれます。 

でも一番健康になれる深呼吸は、これから春を迎えてほのかに香ってくるお花の 

香りを感じるときですかね。花粉症のお薬を飲んでから・・    国立ふぁみり～・さぽ～と 職員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



私の健康法 
 

 



私の健康法 

春ですね。 

冬の間じっとしていた草花が、息を吹いてきました。 

当館では、月２回「手作りサロン」にて、誰でも簡単に短時間で出来る色々な作品を利用者の皆さ

んに作ってもらっています。 

この時期に、当館「手作りサロン」にて作っている“小さな可愛い花”シリーズをご紹介します。 

たくさんの方に、季節を感じていただきたいと思っています。 

                         山吹町地域交流館「手作りサロン」担当者 
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ためして脳トレ 

お腹周りのお肉が気になりだしました。 

そこで、昨年末から毎日水を 2リットル飲むようにしてみました。 

なんと、約 3カ月で 2キロ体重が減りました！！ 

不健康の塊の私ですが、これが唯一の健康法だと思って、今後も 

続けていこうと思っています。     

早稲田南町地域交流館 館長 

私の健康法  

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q1.①～⑦は地図記号です。それぞれどの場所を表しているか語群から 

選んでください。 

 
② ① ③ ④ 

⑤ ⑥ ⑦ 

A. 町村役場   B. 交番   C. 消防署 

D. 都道府県庁      E. 市役所   F. 保健所   G.警察署 

Q2. 絵を使ったなぞなぞです。何と読むでしょうか？ 

 

Q3. クロス足し算。 

縦も横も足して 10 になるように a・b に数字を入れましょう。 
 

3 7

2 a b a b 4

2 2



東京高齢協 のぞみ 03-5856-0886

東京高齢協 世田谷訪問介護 青い空　　  　03-5426-6831

東京高齢協 ふじみ 03-6905-7858

東京高齢協
042-577-0399

東京高齢協 町田地域センター                 042-789-5303

東京高齢協 ひなた 03-3577-2800

高田馬場シニア活動館 03-3362-4560

信濃町シニア活動館　　　　　　　　　　　　　　　03-5369-6737

早稲田南町地域交流館 03-3208-2552

新宿地域交流館                                  03-3341-8955

山吹町地域交流館                               03-3269-6189

上落合地域交流館　　　　　　　　　　　　　　　 03-3360-1414

中落合地域交流館                               03-3952-7163

大崎ゆうゆうプラザ                                 03-5719-5322

地域・活動グループからのお知らせ

090-2661-0991(本多)

03-5940-0731

ふじみサロン 03-6905-7858 お問合せ下さい

こめカフェ 03-5426-6831(青い空) （休止中）

東京フロイデ合唱団 お問合せ下さい　　(関係団体)

東京高齢協介護福祉事業所

東京高齢協指定管理者受託施設

国立地域センター

ふぁみり～・さぽ～と

新「そらぐみ」

いよよ華やぐ倶楽部 03-5904-9011(高齢協本部)

生活協同組合・東京高齢協は「最期まで自分らしく

輝いて生きたい」の思いを実現する、ささえあいの

協同組合です。ぜひ、東京高齢協の活動に一緒に参

加しませんか？本部にご連絡ください！

  ① 所定の加入申込書に必要事項を記入して、

      ご提出して下さい。

  ② 出資金（1,000円/1口）を1口以上お預け

      いただきます。

　　　　ためして脳トレ　回答

Q1　①＝G　②＝E　③＝F　④＝B

　　 ⑤＝A　⑥＝C　⑦＝D

Q2　①＝お花見 ②＝ウグイス

Q3　①a＝5，ｂ＝3　②a＝5，ｂ＝1

電車内で幼い子供をバギーに乗せ、スマホに熱中してい

る親をよく見る。子供がしきりに親に何かを訴えているが、

親は全く対応しない。このような状況を「スマホネグレク

ト」と呼び、幼児虐待の1つと言われている。親のスマホ利

用が子供の発達にどのような影響を及ぼすかは、まだ調査中

といわれているが、「スマホネグレクト」は、子育て中に子

供の面前で親がスマホを利用する「ながらスマホ育児」の一

例である。子育てをしてきた者としては、できるだけ子供の

目を見て、声を聞いて会話をしてほしいと思ってしまう。

バギーに乗った子供が、こちらに笑顔を

向けてきた。今は、むやみに子供に声をか

けたり、手を握ったりしたら訴えられると

いう。仕方ないので目だけで笑いかけたが、

親は全く気付いていなかった。

編集後記

入会案内

東京高齢協ニュース

2026年・新年号
4月1発行 (通算206号)

生活協同組合・東京高齢協
理事長 福地久仁子

〒170-0005豊島区南大塚3-43-12

Tel 03-5904-9011

Fax 03-5904-9012

Mail info@t-koureikyou.or.jp

URL http://t-koureikyou.or.jp/


